
資 料 ４

特定健診・特定保健指導に関する保険者における

平成２０年度に向けた主な作業（案）

平成１８年 月 日

１ 趣旨

健診等の保健事業については、現在、老人保健法や医療保険各法に基づいて市町村、

企業、医療保険者によって実施されているが、各健診の役割分担が不明確である、受診

者に対するフォローアップが不十分であるとの指摘がされているところである。

このため、健診・保健指導については、

① 適切に実施することにより、将来の医療費の削減効果が期待され、医療保険者が

最も大きな恩恵を受けること

② 医療費のデータと健診・保健指導のデータを突合することができ、より効果的な

方法等を分析できること

③ 対象者の把握を行いやすいこと

から、保険者が実施主体となることにより、被保険者だけでなく、従来手薄だった被扶

養者に対する健診も充実し、健診受診率の向上が見込まれるほか、十分なフォローアッ

（ ） 、 。プ 保健指導 も期待できることから 保険者にその実施が義務付けられたものである

上記の趣旨により、国保、健保組合等の保険者は 「高齢者の医療の確保に関する法、

律 （以下「法」という ）に基づき、平成２０年度から糖尿病等の生活習慣病に着目し」 。

た健診及び保健指導（以下それぞれ「特定健診 「特定保健指導」という ）を行うこ」、 。

ととされたところである。

２ 平成２０年度以降の新しい仕組み

（１）国による特定健診等基本指針の策定

○ 厚生労働大臣は、特定健診及び特定保健指導（以下「特定健診等」という ）の適。

切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（特定健診等基本指針）を定める （法。

第１８条）
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○ 特定健診等基本指針には、①特定健診等の実施方法に関する基本的な事項、②特定

健診等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項、③特定健診等実施計画

の作成に関する事項を定める。

○ 特定健診等の実施方法としては、

① 健診項目

② 健診結果を踏まえた要指導者の階層化基準

③ 特定健診等の実施体制に関する基準 等

について規定する予定。これらの具体的な内容については 「標準的な健診・保健指、

導の在り方に関する検討会」において検討した内容に沿うものとし、平成１８年度に

、 。いくつかの都道府県において先行準備事業を実施した上で 必要に応じて修正を行う

○ 特定健診等の実施及びその成果に係る目標として、①各保険者における特定健診の

受診率（又は結果把握率 、②各保険者における特定保健指導の実施率（又は結果把）

）、 。握率 ③各保険者における内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率を用いる予定

○ 平成１９年３月を目途に、特定健診等基本指針の案を提示する予定。

（２）保険者による特定健診等実施計画の策定

○ 保険者は、特定健診等基本指針に即して、５年を一期とする特定健診等の実施に関

する計画（特定健診等実施計画）を定める （法第１９条）。

○ 特定健診等実施計画では、

① 特定健診等の具体的な実施方法

② 特定健診等の実施及びその成果に関する目標

③ その他特定健診等の適切かつ有効な実施のために必要な事項

を定める。

（３）特定健診等の実施

○ 医療保険者は、特定健診等実施計画に基づき、４０歳から７４歳の加入者に対して

特定健診等を実施する （法第２０条、法第２４条）。

○ 労働安全衛生法に基づき、事業主が健診を行った部分については、事業主からの健

診データの提供を受けて、実施に代えることができる （法第２１条第１項、法第２。

７条第２項・第３項）

○ 事業主が法令に基づいて行う健診の実施を保険者に委託する場合には、その健診に

要する費用を保険者に支払わなければならない （法第２１条第２項）。
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○ 被用者保険の被扶養者等については、加入者の意向も踏まえ、他の保険者に実施を

、 、 。委託することができるが その場合 実施に要した費用を委託先に支払うことが必要

（法第２６条）

。（ ）○ 加入者から健診等に要する費用の一部を徴収することは可能 法第２６条第３項

（４）特定健診等の結果の通知と保存

○ 医療保険者は、特定健診の結果を定められた様式により加入者に対して提供する。

なお、労働安全衛生法に基づく事業主健診や、他の保険者への委託により実施した場

合においても、特定健診の結果を加入者に提供しなければならない （法第２３条）。

○ また、特定健診等の記録については、被保険者・被扶養者が加入者となっている限

りは、当該医療保険者が保存しなければならない （法第２２条、法第２５条）。

○ 保険者の役職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由無く、特定健診等の実施

に際して知り得た個人の秘密を漏らした場合には、１年以下の懲役又は１００万円以

下の罰金に処せられる （国民健康保険法第１２０条の２、健康保険法第１９９条の。

２・第２０７条の２等）

○ 特定健診等の実施については、外部委託可能。委託を受けた者についても保険者の

役職員等と同様の守秘義務が課せられ、違反した場合は、１年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金に処せられる （法第２８条、法第３０条・法第１６７条第１項）。

○ 保存形式については、厚生労働省令で定めるが、後期高齢者医療支援金の加算減算

の算定等を勘案し、一定の経過的な場合を除き、電子的方法による保存を行うことと

する （法第２２条、法第２５条）。

○ 保険者間で加入者の異動があった場合には、異動元の保険者（旧保険者）は、異動

先の保険者（新保険者）に対して特定健診等の記録を提供しなければならない。旧保

険者は、新保険者に記録を提供した後も、翌年度末までは当該加入者に関する記録を

保存する （法第２７条第１項・第３項）。

（５）特定健診等の結果の報告

○ 保険者は、特定健診等の実施結果（匿名化した個票及び集計値）と内臓脂肪症候群

の該当者・予備群の割合等の必要なデータを、社会保険診療報酬支払基金に対して報

告する （法第１４２条）。

※特定健診等の実施結果について

・平成２０年度から平成２２年度までの間は、集計値のみ。ただし、健診データが

電子化されている場合には、集計値に加えて個票を報告。

－3－



・平成２３年度以降は全ての保険者が個票及び集計値を提出。

○ 支払基金は、保険者からの報告を基に、後期高齢者支援金の加算・減算の措置を講

じる （平成２５年度から （法第１１９条～法第１２１条）。 ）

※ 加算減算の幅については、平成２５年度までの特定健診等の実施状況を見ながら

。 、 （ ）、検討する 評価の指標は ①各保険者における特定健診の受診率 又は結果把握率

②各保険者における特定保健指導の実施率（又は結果把握率 、③各保険者におけ）

る内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率を用いる予定であり、加算減算の幅は

±１０％の範囲内で政令で定める。

○ 特定健診等の実施結果等について、支払基金に虚偽の報告をした保険者の役員、清

算人又は職員は、５０万円以下の罰金に処せられる （法第１６８条第１項第２号）。

（６）特定健診等の評価・分析

○ 国及び都道府県は、医療費適正化計画の作成、実施及び評価の一環として、全国及

び都道府県単位で、保険者による特定健診等の取組状況と医療費の状況等を分析し、

公表する （法第１５条、法第１６条）。

○ 保険者は、健診・保健指導データと医療費データとの突合分析などを行い、特定健

診等の保健事業の改善等を図る。

○ こうした医療費データとの突合分析や、特定健診等の実施事業者の評価等を保険者

協議会の場を活用して共同して行うことも可能 （法第１５５条第１項第２号）。

（７）特定健診への負担金・補助金

○ 被用者保険の被保険者本人の健診については、基本的には労働安全衛生法に基づく

事業主健診として事業主が負担。特定健診に相当する検査項目実施のための費用（差

分）については、保険者が負担。

○ 健保組合、政管健保の被扶養者の健診については、保険料と利用者本人の負担のほ

か、一部、国庫による補助を行う予定 （健康保険法第１５４条の２）。

○ 市町村国保の被保険者の健診については、保険料と利用者本人の負担のほか、対象

。（ ）部分の３分の１ずつを国と都道府県が負担する予定 国民健康保険法第７２条の５

３ 新しい仕組みに対応するための主な作業工程

、 （ ） （ ） （ ）各保険者においては 以下の １ から ７ の作業 特に平成１９年度以降の作業
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のそれぞれについて、自ら行うのか、事業主に委託して行うのか、それとも第３者の民

間会社等に委託して行うのかについて、判断する。

（１）健診の現状把握（被扶養者も含む加入者について （平成１８年度中））

（ 、 ）・４０歳以上７４歳以下の加入者の年齢構成 市町村国保においては ７５歳以上も

・加入者の居住地（被扶養者は不明でも可）

・健診の過去の受診状況（受診者数、受診場所）

・今後の受診場所の希望

※市町村（国保）においては、それぞれの市町村の老人保健事業担当部署等と協力し

て、被保険者集団としての疾患特徴や健康状況（具体的には 「標準的な健診・保、

健指導プログラム（暫定版 」の様式３及び６に係る項目）の把握に努める。）

また、都道府県は、保険者協議会の場等において、これらのデータや課題認識につ

いての共有化を図る。

（２）保険者事務局職員や保健師・管理栄養士に係る説明会や研修の受講

（平成１８年度～１９年度）

※保険者事務局の職員については、保険者協議会等の場を活用して行われる国や都道

府県による保険者業務に関する説明会への参加を図る。

※更に、そのうち保健師・管理栄養士については、保険者団体等による健診・保健指

導プログラムに関する研修への参加を図る （なお、平成１９年度においては、各。

都道府県の保険者協議会においても、保健指導プログラムについての研修が実施さ

れる予定 ）。

参考資料１ 健診・保健指導プログラムの研修の実施予定に関する調査・・・保険者

団体等による健診・保健指導プログラムに関する研修の実施予定については、

現在、厚生労働省において調査中。

（３）事業実施方法の検討（平成１９年４月頃～６月頃）

・加入者（特に被扶養者）への健診の案内方法、保健指導対象者への案内方法等（利

用券方式とするかどうか、被用者本人経由とするかなど ）。
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・ 標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版 」等を踏まえ、加入者に対する健診「 ）

・保健指導を自ら直接提供するか、外部の健診・保健指導事業者への委託により提

、 。供するか 更には被扶養者に関しては他の保険者への委託により確保するかの検討

（他の保険者への委託については、平成１８年度中に厚生労働省から示される予定

の決済・データ移動を含めた委託・受託のシステムを踏まえた上で判断 ）。

・被保険者本人について、どのような実施方法とするか事業主と協議。

①事業主健診に委ねてデータのみ受け取る

（ ）②事業主から健診実施の委託を受けて保険者事業として実施 費用は事業主に請求

・健診非受診者・保健指導非受診者への勧奨方法（４０代、５０代中心に勧奨するな

ど、勧奨対象者の優先付けをするかどうかを含む ）。

・ 他の保険者への委託ではなく）自ら外部の健診、保健指導機関への委託により特（

定健診等を行おうとする場合には、健診機関、保健指導機関に関する情報の収集。

参考資料２ アウトソーシング先の確保見込みの把握について・・・アウトソーシ

ング先について、将来的には都道府県が主導し、各都道府県の保険者協議会

において確保見込を把握する。

・事務のフローチャート、年間実施スケジュール案を作る。

（４）個人情報保護対策（平成１９年４月頃～１０月頃）

・各保険者の役員・職員等に対する守秘義務（保険者の役職員、これらの職にあった

者が対象。１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 ）やセキュリティポリシーの。

策定等の周知。

・個人情報保護法に基づくガイドライン（ 健康保険組合等における個人情報の適切「

な取扱いのためのガイドライン 「国民健康保険組合における個人情報の適切な取」、

扱いのためのガイドライン」等）等に関する役員・職員の義務（データの正確性の

確保、漏洩防止措置、従業者の監督、委託先の監督）について周知。

・事業者への健診データの流出防止措置（特定健診等データへの企業の人事担当者の

アクセス・閲覧制限、人事担当者と特定健診等実施担当者の併任禁止、従業員への

周知等）の実施。

（５）特定健診等実施計画の策定（平成１９年度）

① 国が示す参酌標準に即して５年後の平成２４年度における目標値を設定。

（平成１９年７月～９月までをメドに）
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※目標値として、現在考えている項目は、

・各保険者における特定健診の受診率（又は結果把握率）

・各保険者における特定保健指導の実施率（又は結果把握率）

・各保険者における内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率

② 平成２４年度の目標値到達までの平成２０年度から２４年度までの各年度にお

ける目標値を設定 （平成１９年７月～９月までをメドに）。

③ 関係都道府県に①を報告し、都道府県の求めに応じ、適宜調整

（平成１９年１０月～１２月メド）

④ 他の保険者への委託の申し込み、自ら健診等機関に委託する場合の委託先の決

定 （平成１９年１０月～１２月頃まで）。

⑤ 自己負担率、上限設定（必要があれば）について決定。

（平成１９年１０月～１２月）

⑥ 特定健診等実施計画の原案の作成 （平成１９年１０月～１２月）。

⑦ 医療保険者においては、保健指導体制の整備（非常勤の保健師・管理栄養士の

採用準備、ステーション作り等 （平成１９年１０月～平成２０年３月））。

⑧ 公費による助成予定の内容及び各健診機関等の単価（他の保険者への委託の場

合を含む ）を踏まえ、必要な費用及びその内訳を算出（平成２０年１月～２月）。

あわせて、保険料率の設定（平成２０年１月～２月）

⑨ 特定健診等実施計画案の策定（平成２０年１月～２月）

⑩ 理事会や運営協議会（国保）での手続き（平成２０年１月～２月）

⑪ 市町村議会（国保）での承認（平成２０年２月～３月）

⑫ 特定健診等実施計画の公表、報告
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（６）健診・保健指導機関との外部委託契約や他の保険者委託契約の締結

（平成２０年４月）

（７）健診結果等データの電子的管理

（原則として、平成２０年４月から）

参考資料３ 健診結果等データの電子的管理について
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３
）
事

業
実

施
方

法
の

検
討

（
４
月

頃
～

６
月

頃
）

（
４
）
個

人
情

報
保

護
対

策
（
４
月

頃
～

１
０
月

頃
）

（
５
）
特

定
健

診
等

実
施

計
画

の
策

定
（
１
９
年

度
）

（
６
）
健

診
・
保

健
指

導
機

関
と
の

外
部

委
託

契
約

や
他

の
保

険
者

委
託

契
約

の
締

結
（
４
月

）

①
平

成
２
４
年

度
に
お
け
る
目

標
値

を
設

定
②

目
標

値
到

達
ま
で
の

各
年

度
に
お
け
る
目

標
値

を
設
定

（
平
成

１
９
年

７
月

～
９
月
ま
で
を
メ
ド
に
）

③
関

係
都

道
府

県
に
①

を
報

告
し
、
適

宜
調

整
（
平
成
１
９
年

１
０
月
～
１
２
月

メ
ド
）

④
他

の
保

険
者

へ
の

委
託

等
の

申
し
込

み
（
平
成
１
９
年

１
０
月
～
１
２
月
頃
ま
で
）

⑤
自
己
負
担
率
、
上
限
設
定
に
つ
い
て
決
定

⑥
特
定
健
診
等
実
施
計
画
の
原
案
の
作
成

（
平
成
１
９
年

１
０
月
～
１
２
月
）

⑦
保
健
指
導
体
制
の
整
備

（
平
成
１
９
年

１
０
月
～
平
成
２
０
年
３
月
）

⑧
必

要
な
費

用
、
内

訳
を
算

出
／

保
険

料
率

設
定

⑨
特
定
健
診
等
実
施
計
画
案
の
策
定

⑩
理

事
会

や
運

営
協

議
会

（
国

保
）
で
の

手
続

き
（
平
成
２
０
年

１
月
～
２
月
）

⑪
市

町
村

議
会

（
国

保
）
で
の

承
認

（
平
成
２
０
年

２
月
～
３
月
）

⑫
特

定
健

診
等

実
施

計
画

の
公

表
、
報

告

（参考）
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（ FAX ０３－３５０３－８５６３ ） 

( E-mail ninomiya-hirofumi@mhlw.go.jp ) 

参考資料１
平成１８年度 生活習慣病予防のための健診・保健指導に関

する企画・運営・技術研修会（８月４日）において配布 

       厚生労働省健康局総務課保健指導室  二宮・加藤 行き 

 

8 月末日までにご提出をお願いします 

 

 
研修の実施予定に関する調査 

貴団体における健診・保健指導プログラムに関連する研修について、現段階の実施予

定をお知らせください。（現段階の粗々のもので結構です） 

[１８年度] 

研修内容 
実施回数 

（ａ） 

１回あたりの人数

（ｂ） 
（ａ）×（ｂ） 主な対象者（職種） 

企画・評価 
 

 

   

知識・技術 
 

 

   

企画・評価及び知識・技術 
 

 

   

合 計 
 

 

   

 

[１９年度] 

研修内容 
実施回数 

（ａ） 

１回あたりの人数

（ｂ） 
（ａ）×（ｂ） 主な対象者（職種） 

企画・評価 
 

 

   

知識・技術 
 

 

   

企画・評価及び知識・技術 
 

 

   

合 計 
 

 

   

 

[ご担当者連絡先] 

氏 名 ： 

所 属 ： 

電 話 ： 

E-mail ： [お問い合わせ先] 
厚生労働省健康局総務課保健指導室 
担当 二宮 加藤 
TEL 03-5253-1111(内線 2392 2398)
E-mail ninomiya-hirofumi@mhlw.go.jp

 

御協力ありがとうございました。 
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